
◎高圧ガス保安法等の一部を改正する法律 
（令和四年六月二二日法律第七四号）   

一、 提案理由（令和四年四月二七日・衆議院経済産業委員会） 

○萩生田国務大臣 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案

理由及び要旨を御説明申し上げます。 

 我が国の産業保安をめぐっては、近年、革新的なテクノロジーの進展、保安人材の不

足、電力供給構造の変化、災害の激甚化、頻発化、気候変動問題への対応の要請など、

様々な環境変化が生じています。 

 今後、保安人材の多くを占める熟練層が大量に退職する一方で、若年層の雇用が困難

な状況であり、人材不足によって我が国の産業保安が揺らぎかねません。こうした危機

的な状況に対応するため、ＩｏＴ、ビッグデータ、ＡＩ、ドローンなどのテクノロジー

の活用を通じて保安面での安全性と効率性の向上を実現するスマート保安を促進するこ

とが重要です。 

 また、昨今、小規模な太陽光、風力発電設備の事故が相次ぐとともに、災害の激甚化、

頻発化が顕著となる中、こうした新たな保安上のリスクへの対応の重要性は論をまちま

せん。 

 さらに、二〇五〇年カーボンニュートラルの実現に向けて、再生可能エネルギーや水

素の健全な利活用を促すための保安規制面の環境整備も必要です。 

 以上を踏まえ、安全確保を前提に、産業保安規制体系の転換を図るべく、本法律案を

提出した次第であります。 

 次に、本法律案の要旨について御説明申し上げます。 

 まず、高圧ガス保安法の一部改正です。 

 第一に、スマート保安の促進のための施策を講じます。テクノロジーを活用して、自

立的に高度な保安を確保できる事業者を経済産業大臣が認定し、安全確保を前提に、事

業者の保安力に応じて保安規制に関する手続や検査の在り方を見直します。ガス事業法

及び電気事業法についても同様の措置を講じます。 

 第二に、燃料電池自動車等の規制の一元化のための施策を講じます。高圧ガス保安法

と道路運送車両法の二つの法律が適用されている燃料電池自動車等について、高圧ガス

保安法から適用除外し、道路運送車両法に規制を一元化します。 

 次に、ガス事業法の一部改正です。 

 都市ガス分野における災害時の事業者間の連携強化のための施策を講じます。一般ガ

ス導管事業者に対して、災害時における事業者間の連携に関する計画を策定し、経済産

業大臣に届け出ることを義務づけます。 

 次に、電気事業法の一部改正です。 

 第一に、小規模な太陽光、風力発電設備の保安確保のための施策を講じます。小規模

な太陽光、風力発電設備を小規模事業用電気工作物と位置づけた上で、設備の設置者に



対し、設備の技術基準への適合性の維持、設備の基礎情報の届出及び設備の使用前の安

全確認を義務づけます。 

 第二に、風力発電設備の安全かつ迅速な審査のための施策を講じます。工事計画の審

査に高度な技術的知見が必要となる風力発電設備について、経済産業大臣の登録を受け

た専門機関が技術基準への適合性を確認する仕組みを導入します。 

 また、これらの措置に加えて、情報処理の促進に関する法律において、保安に係るサ

イバーセキュリティーに関する重大な事態が生じた場合等に、経済産業大臣からの要請

を受けて、独立行政法人情報処理推進機構が原因究明の調査を行うこととします。 

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

二、衆議院経済産業委員長報告（令和四年五月一二日） 

○古屋範子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、産業保安分野における技術革新の進展及び保安人材の不足等の環境変化

に対応し、産業保安規制体系の転換を図るため、高度な情報通信技術を活用した保安の

促進、ガス事業者間の災害時の連携強化、小規模な太陽光、風力発電設備の保安規制の

見直し、カーボンニュートラルの実現に向けた保安規制の整備等の措置を講ずるもので

あります。 

 本案は、去る四月二十六日本委員会に付託され、翌二十七日萩生田経済産業大臣から

趣旨の説明を聴取いたしました。昨五月十一日に質疑に入り、質疑終局後、討論、採決

を行った結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしまし

た。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和四年五月一一日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について十分配慮すべきである。 

一 本改正が産業保安分野におけるこれまでの事前規制を中心とする規制体系から新た

な規制体系への転換を図るものであることを踏まえ、改正事項の運用に当たっては、

公衆及び保安作業者に対する安全の確保を大前提とし、我が国の産業保安水準の更な

る高度化と持続的な向上を図るために必要な措置について不断に検討を行うこと。 

二 高圧ガス、都市ガス及び電気事業の各分野における「認定高度保安実施事業者」の

認定及び安全管理検査の特例等の運用に際しては、中小事業者であっても電気・ガス

等の安定供給に必要な保安の実施、大規模災害等に対する迅速な設備復旧並びに公衆

及び保安作業者の安全確保を可能とするための人材・技術基盤を確立することができ

るよう、保安分野におけるテクノロジーの活用方法及び自律的な検査の実施方法等の

周知徹底、技術開発への支援等を通して、我が国全体の産業保安の水準が確保される



ために必要な実効性ある措置を講ずること。 

三 スマート保安の推進に当たっては、テクノロジーの活用と人が担うべき保安とを相

互に連携・融合させつつ、より高度で強靱な保安管理体制を目指すものとし、デジタ

ルトランスフォーメーションも見据えた専門人材の活用、熟練した技術者による中

央・地方の事業者に対する技術伝達の促進、若年層にとって魅力ある職場環境の形成

に向けた支援等の取組を進め、保安人材の持続的な育成・確保に万全を期すこと。 

四 ガスに係る災害発生時の事業者の連携体制に関して見直しを行い、災害時対応に参

画するガス小売事業者についてはその適格性を確認し、技術向上への支援とともに、

連携の在り方や役割分担等について検討するなど、より適切な保安体制で災害時対応

を実施することができるよう引き続き検討を行うこと。 

五 太陽光発電及び風力発電に係る小出力発電設備に対する規制の見直しにより、二〇

五〇年カーボンニュートラルの実現に向けて有意義な小出力発電設備の導入が必要以

上に抑制されることのないよう、再生可能エネルギーの導入と規制の実施とのバラン

スの取れた運用の在り方について引き続き検討を行うこと。 

  また、基礎情報等の届出手続については、設置者の負担を軽減するとともに、事務

処理の効率化を図るため、可能な限りのデジタル技術の活用に努めること。 

  さらに、再生可能エネルギー発電設備の設置状況及び保安の適正化が図られている

かについて立入検査等を通して十分に監視し、その是正・改善に努めること。併せて、

いわゆる「分割案件」のような規制逃れの抑止、安全規制や立地規制等の法令遵守の

徹底等に努めるとともに、改正事項の趣旨・内容について、再生可能エネルギー発電

事業者及び地域住民・地方自治体等に対し、十分に周知徹底及び情報提供等を行うこ

と。 

三、参議院経済産業委員長報告（令和四年六月一五日） 

○石橋通宏君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、産業保安分野における技術革新の進展及び人材の高齢化や不足に対応し

つつ、安全確保を図るため、高圧ガス保安法、ガス事業法及び電気事業法において高度

な情報通信技術を活用した保安の促進に向けた認定制度の創設等の措置を講ずるととも

に、気候変動問題への対応の要請、自然災害の頻発等を踏まえ、燃料電池自動車に係る

高圧ガス保安法の適用除外、ガス事業者による災害時連携計画の策定の義務化、小規模

事業用電気工作物に係る届出制度の創設等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、スマート保安の促進に向けた認定制度に係る立法事実の有無

及び同制度における安全確保の方策、中小事業者を含めた産業保安人材の育成、確保に

向けた取組等について質疑が行われるとともに、その質疑において、高圧ガス保安法の

法令違反件数に係る政府資料等に度重なる誤りが発覚したことを受け、その原因や再発

防止策等についても質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 



 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して岩渕理事より反対す

る旨の意見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 なお、本法律案に対して七項目から成る附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和四年六月一四日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 高圧ガス、都市ガス及び電気事業の各分野における産業保安規制の運用に当たって

は、公衆及び保安作業者の安全確保を大前提とし、今後のテクノロジーの進展等に的

確に対応しつつ、保安水準の高度化及び持続的向上につながるよう、規制体系の不断

の見直しに努めること。 

二 認定高度保安実施事業者制度の運用に当たっては、重大事故等の防止に向けて、認

定審査を厳正に行うとともに、適時適切な立入検査等を通して保安の実施状況を十分

に監視し、あわせて、テクノロジーの活用により発生し得るサイバーセキュリティに

関するリスクへの対応に万全を期すこと。 

三 テクノロジーと人が相互に連携・融合したより高度で強靱な保安管理体制の確立に

向けて、デジタルトランスフォーメーションも見据えた専門人材の活用、熟練した技

術者による技術伝達の促進、女性や若年層にとって魅力ある職場環境の形成に向けた

支援等の取組を進め、保安人材の持続的な育成・確保に努めること。 

四 スマート保安を促進し、我が国全体の産業保安水準を更に高度化する観点から、中

小事業者であっても、必要な保安の実施、大規模災害時等における迅速な設備復旧並

びに公衆及び保安作業者の安全確保を可能とするための人材・技術基盤を確立するこ

とができるよう、保安分野におけるテクノロジーの活用方法及び自律的な検査の実施

方法等の周知徹底、技術開発への支援等、必要な実効性ある措置を講ずること。 

五 ガスに係る災害発生時の事業者の連携体制については、災害時対応に参画するガス

小売事業者の適格性の確認及びその技術向上への支援、事業者間等の連携の在り方や

役割分担等について検討するなど、より適切な保安体制の確保に向けて引き続き検討

を行うこと。 

六 小規模な太陽光及び風力発電設備に対する規制の見直しにより、二〇五〇年カーボ

ンニュートラルの実現に向けて有意義な再生可能エネルギー発電設備の導入が必要以

上に抑制されることのないよう、バランスの取れた規制の運用の在り方について引き

続き検討を行うこと。 

  また、基礎情報等の届出手続については、可能な限りデジタル技術の活用を図ると

ともに、設備点検等に係る適切なマニュアルを整備すること等により、事業者の負担

の軽減に努めること。 



  さらに、再生可能エネルギー発電設備の設置状況及び保安の適正化が図られている

かについて立入検査等を通して十分に監視し、その是正・改善に努めること。あわせ

て、いわゆる「分割案件」のような規制逃れの抑止も含めて、事業者による安全規制

や立地規制等の法令遵守の徹底等に努めるとともに、改正事項の趣旨・内容について、

事業者及び地域住民・地方自治体等に対し、十分に周知徹底及び情報提供等を行うこ

と。 

七 本法律案の審査において、改正事項検討の基礎となる認定事業所の法令違反件数に

係る政府資料等に度重なる誤りが発覚したことは遺憾である。経済産業省においては、

安全確保を大前提とすべき産業保安規制の見直しの検討の中で、かかる事態が生じた

ことを重く受け止め、再発防止に万全を期すこと。 

  右決議する。 


